
 経営状況分析申請書の記載要領 
１ 「申請者」の欄は、この申請書により経営状況分析を受けようとする建設業者（以下「申請者」という。）の他に申請者又は建設業法施行規則第 19

条の４第１項各号に掲げる添付書類を作成した者（財務書類を調製した者等を含む。以下同じ。）がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記

載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付して下さい。 

２ 太枠（備考欄）の枠内には記入しないで下さい。 

３ ０ １ 「申請年月日」の欄は、経営状況分析センター西日本株式会社に申請書を提出する年月日を記入して下さい。 

４ ０ ２ 「申請時の許可番号」の欄の「国土交通大臣 

      知事」
及び「般 

 特」
は、不要のものを消して下さい。 

５ ０ ２「申請時の許可番号」の欄の「大臣

知事
コード

」
の枠には、申請時に許可を受けている行政庁について別表（1）の分類に従い、該当するコードを記

入して下さい。｢許可番号｣及び｢許可年月日｣は、現在２以上建設業の許可を受けている場合で許可を受けた年月日が複数あるときは、そのうち最も

古いものについて記入して下さい。  
６ ０ ３「前回の申請時の許可番号」の欄は、前回の申請時の許可番号と申請時の許可番号が異なっている場合についてのみ記入して下さい。 
 
７ ０ ４「審査基準日」の欄は、審査の申請をしようとする日の直前の事業年度の終了の日（別表(2)の分類のいずれかに該当する場合で直前の事業年

度の終了の日以外の日を審査基準日として定めるときは、その日）を記入して下さい。 

８ ０ ５「審査対象事業年度」の欄の「至平成  年  月  日」には審査基準日等を、「自平成  年  月  日」には審査基準日の１年前の日

の翌日等を次の表の例により記入して下さい。また、「処理の区分」の①は、次の表の分類に従い、該当するコードを記入して下さい。 
 

また、「処理区分」の②は、次の表の分類のいずれかに該当する場合は、同表の分類に従い、該当するコードを記入して下さい。 

 

コード 処 理 の 種 類 

00 12 か月ごとに決算を完結した場合 

（例）平成 15 年 4月 1 日から平成 16年 3月 31日までの事業年度について申請する場合 

自平成 15年 4 月 1日～至平成 16年 3 月 31 日 

01 6 か月ごとに決算を完結した場合 

（例）平成 15 年 10月 1 日から平成 16年 3月 31日までの事業年度について申請する場合 

   自平成 15年 4 月 1日～至平成 16 年 3月 31 日 

02 商業登記法（昭和 38 年法律第 125 号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他 12か月に満たない期間で終了した事業年度

について申請する場合 

（例 1）合名会社から株式会社への組織変更に伴い平成 15年 10月 1日に当該組織変更の登記を行った場合で平成 16 年 3月 31 日に終了した

事業年度について申請するとき 

   自平成 15年 4 月 1日～至平成 16 年 3月 31 日 

（例 2）申請に係る事業年度の直前の事業年度が平成 15年 3 月 31日に終了した場合で事業年度の変更により平成 15年 12月 31 日に終了し

た事業年度について申請するとき 

   自平成 15年 1 月 1日～至平成 15 年 12月 31日 

 

 

 

03 営業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合 

（例）平成 15 年 10月 1 日に会社を新たに設立した場合で平成 16年 3 月 31 日に終了した最初の事業年度について申請するとき 

   自平成 15年 10月 1 日～至平成 16 年 3月 31 日 

04 営業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合 

（例）平成 15年 10月 1 日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（平成 16年 3月 31日）より前の日（平成 15 年 11 月 1

日）に申請するとき 

自平成 15年 10月 1 日～至平成 15年 10月 1 日 

ｺｰﾄﾞ 処 理 の 種 類   （別表 2） 

10 申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき 

11 申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき 

12 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき 

13 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わった

と認められる日を審査基準日として申請するとき 

14 申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立てが行われた場合で会社更生手続開始決

定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手続

開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日か

ら調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき 

15 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合 

16 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされているものとし

て認定を受けて申請する場合 

17 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集団

に属するものとして認定を受けて申請する場合 

18 申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき 

19 申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき 

20 申請者について営業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合 

21 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連結子会社）として認定を受けて申請する場合 



９ ０ ６「審査対象事業年度の前審査対象事業年度」の欄は、「審査対象事業年度」の欄の「自平成  年  月  日」に記入した日の直前の審査

対象事業年度の期間及び処理の区分を 8 の例により記入して下さい。 
 

１０ ０ ７「審査対象事業年度の前々審査対象事業年度」の欄は、「審査対象事業年度の前審査対象事業年度」の欄の「自平成  年  月  日」に

記入した日の直前の審査対象事業年度の期間及び処理の区分を 8 の例により記入して下さい。 
 
１１ ０ ９「前回の申請の有無」の欄は、審査対象事業年度の直前の審査対象事業年度について経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関と同一の

機関に申請をする場合は「１」を、そうでない場合は「２」を記入して下さい。 
 
１２ １ ０「単独決算又は連結決算の別」の欄は、申請者が会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第６号の規定に基づく大会社であり、かつ、金融

商品取引法(昭和 23 年法律第 25号)第 24条の規定に基づき、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者である場合は「２」を、

そうでない場合は「１」を記入して下さい。 
 
１３ １ １「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入してください。 
 
１４ １ ２「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いて、記入して下さい。 

 

種  類 略 号 

株式会社 （株） 

特例有限会社 （有） 

合名会社 （名） 

合資会社 （資） 

合同会社 （合） 

協同組合 （同） 

協業組合 （業） 

企業組合 （企） 

１５  １ ３「代表者又は個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで記入して下さい。 

１６ １ ４「代表者又は個人の氏名」の欄は、申請者が法人の場合はその代表者の氏名を、個人の場合はその者の氏名を記入して下さい。 

１７  １ ５「主たる営業所の所在地」の欄は、郵便番号、都道府県、市区町村、町名、街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」について

は－（ハイフン）を用いて記入して下さい。 

１８ １ ６「主たる営業所の電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、記入して下さい。 
 
１９ １ ７「当期減価償却実施額」の欄は、「単独決算又は連結決算の別」の欄に、「１」と記入した者は、審査対象事業年度に係る減価償却実施額（未

成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費

その他減価償却費として費用を計上した額をいう。以下同じ。）を記入して下さい。「２」と記入した者は、記入を要しません。 

記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示して下さい。 

ただし、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2条第 6号に規定する大会社にあっては、百万円未満の端数を切り捨てて表示して下さい。この場

合、単位は千円とし、百万円未満は「０」を記入してください。 
 

２０ １ ８「前期減価償却実施額」の欄は、審査対象事業年度の前審査対象事業年度に係る減価償却実施額を１９の例により記入して下さい。 

    ただし、「前回の申請の有無」の欄に「１」と記入し、かつ、前回の「当期減価償却実施額」の欄に内容に変更がないものについては、記入を省

略することができます。  
 

２１ 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、電話番号等を記入して下さ

い。 

２２ 欄外の「前々期減価償却実施額」の欄は、審査対象事業年度の前々審査対象事業年度に係る減価償却実施額を１９の例により記入して下さい。 

    ただし、「前回の申請の有無」の欄に「１」と記入し、かつ、前々回の「当期減価償却実施額」の欄に内容に変更がないものについては、記入を

省略することができます。  

 

    別表（1） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却実施額については、次のものも対象となります。（ 【   】は、経営状況分析申請書に添付する確認書類です。） 

① リース資産の償却額【 別表 16（4） 】 

② 税法上の繰延資産で、財務諸表において無形固定資産として計上し、費用計上された償却額【  別表 16（6） 】 

③ 少額減価償却資産の取得価額【  別表 16（7） 】 

④ 一括償却資産の償却額【  別表 16（8） 】 

 

00 国土交通大臣 12 千葉県知事 24 三重県知事 36 徳島県知事 

01 北海道知事 13 東京都知事 25 滋賀県知事 37 香川県知事 

02 青森県知事 14 神奈川県知事 26 京都府知事 38 愛媛県知事 

03 岩手県知事 15 新潟県知事 27 大阪府知事 39 高知県知事 

04 宮城県知事 16 富山県知事 28 兵庫県知事 40 福岡県知事 

05 秋田県知事 17 石川県知事 29 奈良県知事 41 佐賀県知事 

06 山形県知事 18 福井県知事 30 和歌山県知事 42 長崎県知事 

07 福島県知事 19 山梨県知事 31 鳥取県知事 43 熊本県知事 

08 茨城県知事 20 長野県知事 32 島根県知事 44 大分県知事 

09 栃木県知事 21 岐阜県知事 33 岡山県知事 45 宮崎県知事 

10 群馬県知事 22 静岡県知事 34 広島県知事 46 鹿児島県知事 

11 埼玉県知事 23 愛知県知事 35 山口県知事 47 沖縄県知事      

●減価償却実施額について 


